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(1)平均価格(全国)が保証基準価格
を下回った場合 

保証基準価格: 574千円 
(2)保証基準価格と平均価格の差額
(100%)を補給金として交付する。

○性別問わず 
○6ヶ月~12ヶ月齢の間に販売され
たことが分かる個体 

○12ヶ月齢に達した際に自家保留
確認された個体 

○性別問わず 
○6ヶ月~12ヶ月齢の間に販売され
たことが分かる個体 

※B-2については下記を追加 
○12ヶ月齢に達した際に自家保留
確認された個体 

「肉用子牛生産者補給金制度」(全国) 「沖縄県和牛子牛価格安定事業」(県)

○雌子牛 
○6ヶ月~12ヶ月齢の間に県内家畜
市場で販売されたことが分かる
個体 

○12ヶ月齢に達した際に自家保留
確認された個体

生産者(1/4)  
沖縄県(1/4) 
機構(1/2)  
計

400円/頭 
400円/頭 
800円/頭 
1,600円/頭 

生産者
沖縄県 
計 

2,000円/頭 
2,000円/頭 
4,000円/頭 

なし

(1)A制度の契約締結 
(2)生後2か月以内に「補給金個体登
録申込書」をJAに提出する。 

(1)C事業の契約締結 
(2)A制度の個体登録が必須 

A制度の個体登録が必須

【B-1】 
(1)平均価格(九州·沖縄ブロック地
区)が発動基準を下回った場合 

(2)発動基準に応じた奨励金(1万
~3万円/頭)を取り組数に応じて
交付する。 

発動基準：610千円(1万円/頭) 
　　　　  590千円(2万円/頭) 
　　　　  580千円(3万円/頭) 
【B-2】 
(1)上記B-1が発動した際に、産地基
盤強化取組メニューに取り組ん
だ生産者に交付 

(2)奨励金(5万円/頭)を上記の奨励
金に上乗せして交付 

(1)県内雌子牛の平均価格が保証基
準価格を下回った場合 

保証基準価格: 552千円 
(2)保証基準価格と雌子牛の平均価
格の差額(85%)を交付する。

B-1「優良和子牛生産推進緊急支援事業」(全国)  
B-2「和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業」 
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